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野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支 

援事業利用資格認定更新決定通知書 

      年  月  日付けで申請のありました野田市医療的ケアを必

要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業利用認定更新申請については、

以下のとおり認定（却下）したので、野田市医療的ケアを必要とする在宅重度

身体障がい者一時入院支援事業実施規則第６条第２項の規定により通知します。 

１ 受給資格認定更新 

受 給 者 番 号    

対

象

者 

住 所   

氏 名  性別 男 女 

生 年 月 日            年   月   日 

更 新 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

２ 却下 

理由 

教示 
１ この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日
の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができ
ます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において
市を代表する者は市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴え
は、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して
６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、
その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した
場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな
くなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査
請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起
算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴
えを提起することが認められる場合があります。 


